
4平成24年-春5

■経常収支と別途積立金残高の推移

収入 支出

（注）（　）内は収支が均衡するために必要な料率
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別途積立金残高 推移
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Ｈ25・Ｈ26年度シミュレーション

現行料率（68‰）のままでは、
別途積立金は枯渇します。

事
前
に「
認
定
証
」の
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い

　

こ
の
支
払
い
方
式
を
利
用
す
る
に
は
、
健
保
組
合
か

ら
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」（
以
下
、
認
定
証
）
の
交
付

を
受
け
、
医
療
機
関
や
保
険
薬
局
の
窓
口
に
提
示
す
る

こ
と
が
必
要
で
す
（
70
歳
未
満
の
場
合
）。
提
示
せ
ず
に

医
療
を
受
け
た
場
合
は
、
従
来
ど
お
り
自
己
負
担
分
の
全
額

を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
新
し
い
支
払
い
方
式
を
希
望

す
る
方
は
、
事
前
に
健
保
組
合
に
認
定
証
の
交
付
を
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

●「１カ月」とはその月の１日から末日までです。

●一つの医療機関ごとに、通院と入院、医科と歯科は分け

て、医療費の自己負担を合計します。

●同一月内に同一世帯で 21,000 円以上の自己負担が２

件以上あるときは、その合計が自己負担限度額を超える

と高額療養費の対象になります（世帯合算）。

●直近12カ月に同一世帯で３回以上高額療養費の支給が

あった場合は、４回目から自己負担限度額が軽減されま

す（多数該当）。

か
ら
変
わ
り
ま
し
た

通
院
治
療
の
高
額
療
養
費

通
院
治
療
の
高
額
療
養
費

窓
口
負
担
は

窓
口
負
担
は
自
己
負
担
限
度
額
ま
で

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
にに

窓
口
で
支
払
う
と
き
大
金
を
用
意
せ
ず
に

済
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た

　

医
療
機
関
に
通
院
し
て
抗
が
ん
剤
の
点
滴
を
受
け
た
り
、
効
果
の

高
い
新
薬
の
処
方
を
受
け
た
り
す
る
と
、
通
院
治
療
で
も
高
額

な
医
療
費
が
か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
し
１
カ
月
の
医

療
費
の
自
己
負
担
が
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
場
合
は
、

入
院
治
療
と
同
様
、
通
院
治
療
で
も
高
額
療
養
費
制
度
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
通
院
治
療
の
場
合
は
、
入
院
治
療
と
違
い
、
窓

口
で
い
っ
た
ん
自
己
負
担
分
を
全
額
支
払
い
、
あ
と
で
限
度
額

を
超
え
た
分
を
健
保
組
合
か
ら
払
い
戻
し
て
も
ら
う
し
く
み
だ
っ

た
た
め
、
一
時
的
に
大
金
を
用
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

　

４
月
か
ら
は
こ
の
し
く
み
が
変
わ
り
、
通
院
治
療
の
場
合
も
入
院
治
療
と
同
じ
く
、

窓
口
で
の
支
払
い
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

通院治療での高額療養費

（70歳未満の場合）

手続きのしかたと支払いの流れ

患者

健保組合

医療機関や
薬局など

①事前に
　認定証を申請

③認定証を提示し、
　医療を受ける

②認定証を
　交付

⑤限度額を
　支払う

⑥
残
り
の
医
療
費
を
請
求

⑦
医
療
費
を
支
払
う④医療を提供

　（請求が自己負担限
　 度額を超えた）

70歳未満の１カ月の自己負担限度額

高額療養費の基本的なルール

※標準報酬月額が53万円以上

上位所得者※

一　　　般

市町村民税
非 課 税 者

150,000円＋（総医療費－500,000円）×１％

  80,100 円＋（総医療費－267,000円）×１％

  35,400 円

　

近
年
の
全
国
の
健
保
組
合
は
前
述
の
と
お
り
高
齢
者
医
療

制
度
の
負
担
に
よ
り
健
康
保
険
料
率
の
大
幅
な
引
き
上
げ
を

余
儀
無
く
さ
れ
て
お
り
、
健
保
組
合
の
平
成
24
年
度
の
平
均

料
率
は
80
‰
台
前
半
と
見
込
ま
れ
、
ま
た
中
小
企
業
が
対
象

の
協
会
け
ん
ぽ
の
料
率
水
準
は
１
０
０
‰
に
達
し
ま
し
た
。

　

一
方
、
当
健
保
組
合
の
平
成
24
年
度
の
保
険
料
率
は
前

年
度
に
引
き
続
き
５
‰
引
き
上
げ
て
68
‰
と
し
ま
し
た
が
、

他
健
保
組
合
に
比
べ
低
い
保
険
料
率
水
準
を
維
持
し
て
い

ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
毎
年
の
経
常
収
支
は
保
険
料
収
入
で
は
賄

え
て
お
ら
ず
、
過
去
か
ら
の
蓄
積
で
あ
る
別
途
積
立
金
を
取

り
崩
す
こ
と
で
カ
バ
ー
し
て
き
ま
し
た
が
、
恒
常
的
な
赤
字

に
よ
り
平
成
24
年
度
末
に
お
い
て
そ
の
残
高
は
７
億
円
の
規

模
に
落
ち
込
み
、
現
行
料
率
の
ま
ま
で
は
次
年
度
以
降
の
経

常
収
支
の
赤
字
を
別
途
積
立
金
で
埋
め
ら
れ
な
い
状
況
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
高
齢
者
医
療
制
度
の
改
定
に
よ
る
納
付
金
の
負
担

増
も
予
想
さ
れ
ま
す
が
、
下
表
の
と
お
り
仮
に
平
成
25
・
26

年
度
に
保
険
料
率
を
据
え
置
き
、
か
つ
、
納
付
金
の
制
度
改

定
に
よ
る
負
担
増
は
な
い
と
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
平
成

25
年
度
に
は
別
途
積
立
金
は
枯
渇
し
ま
す
。

　

今
後
、
収
支
を
均
衡
さ
せ
、
併
せ
一
定
水
準
の
別
途
積
立

金
残
高
を
確
保
す
る
た
め
に
は
保
険
料
率
の
大
幅
な
引
き
上

げ
が
必
要
で
あ
り
、
次
年
度
以
降
の
料
率
水
準
に
つ
い
て
は

高
齢
者
医
療
制
度
改
定
の
動
向
を
視
野
に
入
れ
、
財
政
安
定

化
の
た
め
の
検
討
を
前
倒
し
で
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

健保組合
まで 今

後
の

当
健
保
組
合
の


